
タクシー利用助成事業の拡大

『参考』
【利用回数】年間96回を上限

 月８回（片道を１回）×12月

【利用目的】

 通院や買物などの外出

【対象地域外への移動】

 地域外への移動は公共交通機関

（路線バス）等を利用

【利用手順】

①「美郷町タクシー利用助成事業

申請書」を提出

②「タクシー利用帳」を交付

③前日までにタクシー事業者に利

用予約をする

④利用帳を提示して乗車し、降車

時に400円を支払う

【問い合わせ】

 企画推進課 町づくり係

  ℡ 75-1924



様式第１号（第５条関係）

美郷町長　様

※太枠内を記入してください

住　所 美郷町

氏　名

生年月日 連 絡 先

 □　自家用車での移動が困難である

□　既存の公共交通機関では目的地までの外出ができない

□　その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　自家用車がない

□　その他

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和　　年　　月　　日

助成を受けたい理由
※当てはまるものに☑

対 象 の 審 査

特 記 事 項

美郷町タクシー利用助成事業申請書

　美郷町タクシー利用助成事業実施要綱（令和２年美郷町告示第５７号）第５条の規定に基き、タクシー

利用助成を受けたいので、下記のとおり申請します。また同要綱第２条第１項第３号に基き、申請者の納

税等に関する情報を確認することに同意します。

職　員　記　入　欄

□　申請日時点で町に納めるべき税・使用料等の滞納がないことを確認した

申 請 対 象 者


